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▲ここは広告枠です。▲ここは広告枠です。

▲ここは広告枠です。

掲載広告募集掲載広告募集
2019年度の広告掲載希望者を募集しています。
企業・商店・各種団体のPRなど、ぜひご活用
ください。
受　付　随時
その他　掲載要件等がありますので、詳しくは
　　　　お問い合わせください。
　総務課秘書広報班　☎84－1211

広報よこしばひかり・町ホームページバナーへの広報よこしばひかり・町ホームページバナーへの

2019年度自衛官等募集
募集種目 応募資格 受付期間（締切日必着）

幹部候補生
（一般）

◎大卒程度試験
22歳以上26歳未満の方（20歳以上
22歳未満の方は大卒（見込含）、修
士課程修了者等（見込含）は28歳
未満の方） 3月 1日（金）～5月 1日（水・祝）

◎院卒者試験
修士課程修了者等（見込含）で20
歳以上28歳未満の方

幹部候補生
（歯科・薬剤科）

専門の大卒（見込含）20歳以上30
歳未満の方（薬剤科は20歳以上28
歳未満の方）

3月 1日（金）～5月 1日（水・祝）

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の方 ① 3月 1日（金）～ 5月15日（水）
② 7月 1日（月）～ 9月 6日（金）

自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所　☎0476－22－6275

催 し 物

ちばグリーフサポート
と　き　毎月第2月曜日
　　　　午後2時～4時
　　　　※祝休日を除く
ところ　 千葉市きぼーる15階ボランティ

アセンター活動室
内　容　 大切なご家族や友人を亡くさ

れた方々が集い、こころの痛み
や苦しみを分かち合う会です。

参加費　300円
その他　申込不要
 ちばグリーフサポート（NPO法人千葉県
東葛地区・生と死を考える会千葉市支部）
　☎04－7141－2440

地 域 安 全 ニ ュ ー ス

古物営業法の改正 ――古物商全員が対象です――古物営業法の改正 ――古物商全員が対象です――
❶概　　　要　 古物営業法が改正され、一部施行となりました。公安委員会から古物営業の許可を受けている古物商及び

古物市場（以後、営業所等とする）主は、改正法の施行後も引き続き営業を続けるためには、主たる営業所
等の届出が必要です。届出を行わなかった場合には、改正後に改めて許可を申請・所得することとなります。

❷届出の提出　 届出は、改正法の一部施行日（2018年10月24日）から、改正法の全面施行日（公布の日（2018年4月25日）
から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日）までの間に行う必要があります。

❸届　出　先　主たる営業所等の所在の所轄警察署
※ この他に、「仮説店舗における営業制限の緩和」、「欠格事由の追加」、「簡易取消しの新設」などの改正がなされます
ので、ご確認のうえ、適正な営業をお願いします。
山武警察署生活安全課　☎0475－82－0110
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